
  

１．物件名 大井川治山センター庁舎等電気供給業務(単価契約)

２．公募公告日 令和８年２月４日（水）

３．公募資料交付　　　令和８年２月４日（水）～令和８年２月19日（木）

（9時00分～17時00分）

（ただし、行政機関の休日に関する法律第１条に規定する行政

機関の休日を除く。）

４．応募受付期間 令和８年２月４日（水）～令和８年２月19日（木）

（9時00分～17時00分）

令和８年２月20日（金）（受付最終日）

（9時00分～15時00分）

（ただし、行政機関の休日に関する法律第１条に規定する行政

機関の休日を除く。）

５．交付資料

（１）　応募要領

（２）  応募申込書（様式）

（３）　契約書（案）及び仕様書(案）

（４）　参考資料「直近１年間の契約状況と電力使用実績」

公 募 説 明 資 料



１ 総則

　大井川治山センター庁舎等電気供給業務（以下「業務」という。）の請負者を公募により

募集することとし、その実施については、この要領に定める。

２ 業務内容

　大井川治山センター庁舎及び敷地内設備への電気供給業務

　現在の契約内容及び直近１年間の電気使用量の実績は、別添の参考資料「現在の契約状況

及び過去１年間の電気使用実績」を参照すること。

３ 応募資格

　応募者は、次のすべてに該当する者とする。

(１) 　予算決算及び会計令（昭和22年勅令第165号。以下「予決令」という。）第70条及び第71

条の規定に該当しない者であること。

　なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得てい

る者は、予決令第70条中の特別の理由がある場合に該当する。

(２) 　令和７・８・９年度農林水産省競争参加資格（全省庁統一資格）において「物品の販売」

に登録され東海・北陸地域の競争参加資格を有する者であること。

(３) 　電気事業法（昭和39年法律第170号）第２条の２の規定に基づき、小売電気事業の登録を

受けていること。

(４) 　関東森林管理局長から物品の製造契約、物品の購入契約及び役務等契約指名停止措置要領

（平成10年１月14日付け９林野政第890号林野庁長官通知）に基づく指名停止を受けている

期間中でないこと。

４ 応募申込書等の提出期限等

　業務の請負を希望する者は、以下により書類の提出を行う。

(１) 提出期限

令和８年２月20日（金）　15時00分

(２) 提出場所及び問合せ先

〒428-0411 静岡県榛原郡川根本町千頭950-2

大井川治山センター 技術専門官（総務担当）　　

電話　0547-59-3344

(３) 提出書類

ア 応募申込書（別紙１） １部

イ 応募者の概要（会社概要等） １部

ウ ３の（２）で示す資格審査結果通知書の写し １部

大井川治山センター庁舎等電気供給業務応募要領



エ ３の（３）を満たすことを証明する書類の写し １部

オ 契約内容についての提案資料※ １部

※当該電気供給業務を行うに当たって、応募者が提案する料金メニュー及び

電気供給までの作業スケジュール等の資料（任意様式）

(４) 提出に当たっての留意事項

ア 持参により提出する場合の受付時間は、平日（土曜日を除く）の９時00分から17時00

分まで（提出期限最終日は15時00分まで）とする。

イ 郵便等により提出する場合は、「（１）提出期限」内に、「（２）提出場所」に到着

したものまで受け付ける。

また、電子メールによる受付も可とする。

電子メール送付先　　ks_ooigawa_postmaster@maff.go.jp

ウ 提出された書類に不備があった場合は無効とする。

エ 提出された書類は、その事由の如何にかかわらず、変更又は取消しを行うことはでき

ない。また、返還も行わない。

オ 虚偽の記載をした書類は無効とする。

カ 請負者の資格を有しない者が提出した書類は無効とする。

キ 応募申込書の提出者は、暴力団排除に関する誓約条項（別紙２）について応募申込書

の提出前に確認しなければならず、応募申込書の提出をもってこれに同意したものとする。

ク 暴力団排除に関する誓約条項（別紙２）について、虚偽又はこれに反する行為が認め

られた書類は、無効とする。

５ その他

(１) 　応募要領に基づいて作成した応募申込書を分任支出負担行為担当官が審査し、応募資格

を全て満たしていると認めた者に見積書の提出を依頼し、予定価格の範囲内でより安価な

見積りをした者と契約を締結するものとする。

(２) 　契約条件については、別添の契約書（案）を参照すること。



別紙１

令和　　年　　月　　日

分任支出負担行為担当官

大井川治山センター所長　殿

住所

商号又は名称

代表者名 

  大井川治山センター庁舎等電気供給業務について、応募資格を全て満たしており、当該業務を

確実に履行できるので下記の必須書類を添付の上、応募します。

  なお、本申込書及び提出書類に関する照会については、下記担当まで連絡願います。

１ 応募者の概要（会社概要等） １部

２ 令和７・８・９年度農林水産省競争参加資格（全省庁統一資格）

の資格審査結果通知書の写し １部

３ 電気事業法（昭和39年法律第170号）第２条の２の規定に基づき

小売電気事業の登録を受けていることを証明する書類の写し １部

４ 契約内容についての提案資料 １部

（担当者）

所属部署：

氏　　名：

電話/FAX：

応　募　申　込　書

記



別紙２

　

（属性要件に基づく契約解除）

第１条 　甲（発注者をいう。以下同じ。）は、乙（契約の相手方をいう。以下同じ。）が次の各

号の一に該当すると認められるときは、何らの催告を要せず、本契約を解除することがで

きる。

(１) 　法人等（個人、法人又は団体をいう。）の役員等（個人である場合はその者、法人で

ある場合は役員又は支店若しくは営業所（常時契約を締結する事務所をいう。）の代表

者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。

以下同じ。）が、暴力団（暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年

法律第77号）第２条第２号に規定する暴力団をいう。以下同じ。）又は暴力団員（同法

第２条第６号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。）であるとき

(２) 　役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的、又は第三者に損害を

加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているとき

(３) 　役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど

直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているとき

(４) 　役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用するなどし

ているとき

(５) 　役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有しているとき

（行為要件に基づく契約解除）

第２条 　甲は、乙が自ら又は第三者を利用して次の各号の一に該当する行為をした場合は、何ら

の催告を要せず、本契約を解除することができる。

(１) 暴力的な要求行為

(２) 法的な責任を超えた不当な要求行為

(３) 取引に関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為

(４) 偽計又は威力を用いて契約担当官等の業務を妨害する行為

(５) その他前各号に準ずる行為

（表明確約）

第３条 　乙は、第１条の各号及び第２条各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ、将来

にわたっても該当しないことを確約する。

　　２ 　乙は、前２条各号の一に該当する行為を行った者（以下「解除対象者」という。）を再

請負人等（再請負人（再請負が数次にわたるときは、全ての再請負人を含む。）、受任者

（再委任以降の全ての受任者を含む。）及び再請負人若しくは受任者が当該契約に関して

個別に契約する場合の当該契約の相手方をいう。以下同じ。）としないことを確約する。

（再請負契約等に関する契約解除）

第４条 　乙は、契約後に再請負人等が解除対象者であることが判明したときは、直ちに当該再請

負人等との契約を解除し、又は再請負人等に対し当該解除対象者（再請負人等）との契約

を解除させるようにしなければならない。

　　２ 　甲は、乙が再請負人等が解除対象者であることを知りながら契約し、若しくは再請負人

等の契約を承認したとき、又は正当な理由がないのに前項の規定に反して当該再請負人等

暴力団排除に関する誓約条項



との契約を解除せず、若しくは再請負人等に対し当該解除対象者（再請負人等）との契約

を解除させるための措置を講じないときは、本契約を解除することができる。

（損害賠償）

第５条 　甲は、第１条、第２条及び前条第２項の規定により本契約を解除した場合は、これによ

り乙に生じた損害について、何ら賠償ないし補償することは要しない。

　　２ 　乙は、甲が第１条、第２条及び前条第２項の規定により本契約を解除した場合において、

甲に損害が生じたときは、その損害を賠償するものとする。

（不当介入に関する通報・報告）

第６条 　乙は、自ら又は再請負人等が、暴力団、暴力団員、社会運動・政治運動標ぼうゴロ等の

反社会的勢力から不当要求又は業務妨害等の不当介入（以下「不当介入」という。）を受

けた場合は、これを拒否し、又は再請負人等をして、これを拒否させるとともに、速やか

に不当介入の事実を甲に報告するとともに、警察への通報及び捜査上必要な協力を行うも

のとする。



電 気 需 給 契 約 書（案）

敷地内設備で使用する電気の需給に関し次の条項により需給契約を締結する。

（契約の目的）
第１条

電気を需要に応じて供給し、甲は乙にその対価を支払うものとする。
            　　　 
（契約金額）
第２条

費税額（以下「消費税等相当額」という。）を含むものとする。

２ 　消費税等相当額は、消費税法第28条第１項及び第29条並びに地方税法第72条の
82及び第72条の83の規定に基づき算出する額である。

３ 　乙の発電費用等の変動により契約金額の改定を必要とするときは、別途定める
ところにより価格を改定できる。

４ 　消費税又は地方消費税の税率に変更があった場合は、変更後の税率に基づいて
契約金額を改定するものとする。

（契約期間）
第３条 　供給期間は、令和８年４月計量日から令和９年４月計量日前日までとする。

（契約保証金）
第４条 　甲は、本契約に係る乙が納付すべき契約保証金を全額免除する。

（権利義務の譲渡等）
第５条 　乙は、本契約によって生じる権利若しくは義務を第三者に譲渡し、または承継

させてはならない。ただし、書面により甲の承諾を得た場合はこの限りではない。

（使用電力量の増減）
第６条 　甲の使用電力量は、都合により予定使用電力量を上回り、または下回ることが

できる。

円／kw・時

１４，５００ｋｗｈ

従　量
電灯Ｃ

低　圧
電　力

契約電力（１９ｋＶＡ）

○○kwhまで

円／kw・時その他季（上記以外の月日）

電力量
料　金

予定使用電力量

予定使用金額小計

基本料金

３，５００ｋｗｈ

夏　季（7月1日～9月30日）

○○kwhを超え○○kwhまで

○○kwhを超える

円

円／ｋＶＡ・月

円／kw・時

円／kw・時

電力量
料　金

予定使用電力量

円

円 予定使用金額総計

予定使用金額小計

円／kw・時

乙は、仕様書に基づき甲の大井川治山センター庁舎及び敷地内設備で使用する

契約金額は、次のとおりとする。なお、以下の各金額には消費税額及び地方消

需給者 分任支出負担行為担当官 大井川治山センター所長 〇〇〇〇（以下

契約電力（１０ｋｗ）基本料金

契約単価区分・単位

「甲」という。）と○○○○（以下「乙」という。）は、大井川治山センター庁舎及び

円／kw・月



（計量及び検査）
第７条 　計量日は、中部地域のみなし小売電気事業者が毎月の電気使用量を確定する日

とし、乙は計量日に記録された値の読みにより使用電力量等を算定し、甲の指定
する職員の検査を受けなければならない。

（料金の算定期間）
第８条 　料金の算定期間は、前月計量日から当月計量日前日までの期間とする。

（料金の算定）
第９条 　毎月の電気料金は、区分毎に第２条の基本料金とその１月の使用電力量に第２

条の電力量料金単価を乗じて得た金額との合計額とする。
２ 　前項の料金算定にあたっては、使用電力量に係る燃料費調整を行うものとし、

その取り扱いは中部地域のみなし小売電気事業者が公表している料金表によるも
のとする。

（料金の支払及び遅延利息）
第10条 　乙は、第７条に定めた検査終了後、第９条により算定した料金を１ヶ月毎に甲

に請求するものとし、甲は、乙から適法な支払請求書を受理した日から30日（以
下「約定期間」という。）以内に乙の指定する口座あてに支払わなければならな
い。

２ 　甲は前項の約定期間内に料金を支払わなかった場合には、約定期間満了の日の
翌日から支払いをする日までの日数に応じ、契約金額に対し、政府契約の支払遅
延に対する遅延利息の率を定める告示により財務大臣が決定する率を乗じて計算
した金額を遅延利息として乙に支払わなければならない。ただし、約定期間内に
支払わないことが、天災地変等甲の責に帰すことのできない事由によるときは、
当該事由の継続する期間は、遅延利息の算定日数に算入しないものとする。

（事情変更）
第11条 　甲及び乙は、本契約締結後、経済情勢の変動、天災地変、法令の制定又は改廃

その他著しい事情の変更により、本契約に定める条件が不適当となったと認めら
れる場合には、甲乙協議の上、本契約の全部又は一部を変更することができる。

２ 　前項の場合において、本契約に定める条項を変更する必要があるときは、甲乙
協議の上書面により定めるものとする。

（再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法に基づく賦課金）
第12条 　再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法に基づく賦課金は、

経済産業大臣が毎年定める賦課金単価に毎月の使用電力量を乗じて算出するもの
とする。

（機密の保持）
第13条 　甲及び乙は業務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。なお、甲及び乙は、

本契約終了後においてもこの責任を負うものとする。ただし、法律又は条例等に
より開示する場合はこの限りではない。

（契約不適合責任）
第14条

（以下「契約不適合」という。）場合は、甲は、自らの選択により、乙に対し本
契約物品の修補、代替物の引渡し又は不足分の引渡しによる履行の追完（以下単
に「履行の追完」という。）を請求することができる。ただし、乙は、甲に不相
当な負担を課するものでないときは、甲が請求した方法と異なる方法による履行
の追完をすることができる。

２ 　前項に規定する場合において、甲が相当の期間を定めて履行の追完の催告をし、
その期間内に履行の追完がないときは、甲は、その不適合の程度に応じて代金の
減額を請求することができる。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、
催告をすることなく、直ちに代金の減額を請求することができる。

(１)　履行の追完が不能であるとき。
(２)　乙が履行の追完を拒絶する意思を明確に表示したとき。
(３)　契約の性質又は当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履
　行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、乙が履行

　納品された契約物品が種類 、品質又は数量に関して契約の内容に適合しない



の追完をしないでその時期を経過したとき。
(４)　前三号に掲げる場合のほか、甲がこの項の催告をしても履行の追完を受ける

見込みがないことが明らかであるとき。
３ 　甲は第１項に規定する契約不適合により生じた直接及び間接の損害について、

乙に対してその賠償を請求することができる。
４ 　甲は、契約物品の種類又は品質に関する契約不適合が発見された場合は、発見

後１年以内に乙に対して通知するものとする。
５ 　履行の追完に必要な一切の費用は、乙の負担とする。

（甲の催告による解除権）
第15条 　甲は下記各号の一に該当する場合において、相当の期間を定めてその履行の催

告をし、その期間内に履行がないときは、この契約の全部又は一部を解除するこ
とができる。ただし、その期間を経過したときにおける債務の不履行がその契約
および取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りではない。

(１)　乙が契約上の義務を履行しないとき、又は乙が契約を履行する見込みがない
　と甲が認めたとき。

(２)　第７条による検査に合格しなかったとき。
(３)　第14条第１項で規定する契約不適合が重大と認める場合又は乙が同項に規定
　する甲の請求に応じないとき。

(４)　前三号に定めるもののほか、乙がこの契約のいずれかの条項に違反したとき。
(５)　この契約の履行に関し、乙に不正又は不誠実な行為があったと甲が認めたと
　き。

（甲の催告によらない解除権）
第16条 　甲は、乙が次の各号のいずれかに該当するときは、直ちに契約の解除をするこ

とができる。
(１)　債務の全部の履行が不能であるとき。
(２)　乙がその債務の全部の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。
(３)　債務の一部の履行が不能である場合又は乙がその債務の一部の履行を拒絶す
　る意思を明確に表示した場合において、残存する部分のみでは契約をした目的
　を達することができないとき。

(４)　契約の性質又は当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履
　行をしなければ契約をした目的を達することができない場合において、乙が履
　行をしないでその時期を経過したとき。

(５)　乙に破産手続開始、再生手続開始又は更生手続開始の申立てがあるなど、経
　営状態が著しく不健全と認められるとき。

(６)　乙が、制限行為能力者となり又は居所不明になったとき。
(７)　前各号に掲げる場合のほか、乙がその債務の履行をせず、乙が前条の催告を
　しても契約をした目的を達するのに足りる履行がされる見込みがないことが明
　らかであるとき。

２ 　次に掲げる場合には、甲は、前条の催告をすることなく、直ちに契約の一部を
解除することができる。

(１)　債務の一部の履行が不能であるとき。
(２)　乙がその債務の一部の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。

（甲の責めに帰すべき事由による場合）
第17条 　債務の不履行が甲の責めに帰すべき事由によるものであるときは、甲は、前２

条の規定による契約の解除をすることができない。

（甲の任意解除権）
第18条 　甲は、第15条又は第16条に定める場合のほか、甲の都合により必要がある場合

は、この契約の全部又は一部を解除することができる。この場合、甲は乙に対し
て契約の解除前に発生した乙の損害を賠償するものとする。

（甲の損害賠償請求等）
第19条 　甲は、第14条第３項に規定する場合のほか、乙がその責務の本旨に従った履行

をしないとき又は債務の履行が不能であるときは、甲は、これによって生じた損
害の賠償を請求することができる。ただし、その債務の不履行が契約その他の債
務の発生原因及び取引上の社会通念に照らして乙の責めに帰することができない



事由によるものであるときは、この限りではない。
２ 　前項の規定により損害賠償の請求をすることができる場合において、甲は、次

に掲げるときは、債務の履行に代わる損害賠償の請求をすることができる。
(１)　債務の履行が不能であるとき。
(２)　乙がその債務の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。
(３)　債務が契約によって生じたものである場合において、その契約が解除され、
　又は債務の不履行による契約の解除権が発生したとき。

（違約金）
第20条 　第15条又は第16条の規定によりこの契約が解除された場合においては、甲は乙

に対し、違約金として契約金額の100分の10 に相当する額を請求することができ
る。

２ 　次の各号に掲げる者がこの契約を解除した場合は、前項に該当する場合とみな
す。

(１)　乙について破産手続開始の決定があった場合において、破産法（平成16年法
　律第75号）の規定により選任された破産管財人

(２)　乙について更生手続開始の決定があった場合において、会社更生法（平成14
　年法律第154号）の規定により選任された管財人

(３)　乙について再生手続開始の決定があった場合において、民事再生法（平成11
　年法律第225号）の規定により選任された再生債務者等

（談合等の不正行為に係る解除）
第21条 　甲は、この契約に関し、乙が次の各号の一に該当するときは、何らの催告せず、

契約の全部又は一部を解除することができる。
(１)　公正取引委員会が、乙又は乙の代理人に対して私的独占の禁止及び公正取引
　の確保に関する法律（昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。）第
　７条又は第８条の２（同法第８条第１号又は第２号に該当する行為の場合に
　限る。）の規定による排除措置命令を行ったとき、同法第７条の２第１項（同
　法第８条の３において読み替えて準用する場合を含む。）の規定による課徴金
　納付命令を行ったとき又は同法第７条の４第７項若しくは第７条の７第３項の
　規定による課徴金の納付を命じない旨の通知を行ったとき。

(２)　乙又は乙の代理人（乙又は乙の代理人が法人にあっては、その役員又は使用
　人を含む。)が刑法（明治40年法律第45号）第96条の６若しくは第198条又は独
　占禁止法第89条第１項若しくは第95条第１項第１号の規定による刑の容疑によ
　り公訴を提起されたとき。

２ 　乙は、この契約に関して、乙又は乙の代理人が前項各号に該当した場合には、
速やかに、当該処分等に係る関係書類を甲に 提出しなければならない。

（談合等の不正行為に係る違約金）
第22条 　乙は、この契約に関し、次の各号に一に該当するときは、甲が前条により契約

の全部又は一部を解除するか否かにかかわらず、 契約金額の100分の10に相当す
る額を違約金として甲が指定する期日までに支払わなければならない。

(１)　公正取引委員会が、乙又は乙の代理人に対して独占禁止法第７条又は第８条
　の２（同法第８条第１号又は第２号に該当する行為の場合に限る。）の規定に
　よる排除措置命令を行い、当該排除措置命令が確定したとき。

(２)　公正取引委員会が、乙又は乙の代理人に対して独占禁止法第７条の２第１項
　（同法第８条の３において読み替えて準用する場合を含む。）の規定による課
　徴金納付命令を行い、当該納付命令が確定したとき。

(３)　公正取引委員会が、乙又は乙の代理人に対して独占禁止法第７条の４第７項
　又は第７条の７第３項の規定による課徴金の納付を命じない旨の通知を行った
　とき。

(４)　乙又は乙の代理人（乙又は乙の代理人が法人にあっては、その役員又は使用
　人を含む。)に係る刑法第96条の６若しくは第198条又は独占禁止法第89条第１
　項若しくは第95条第１項第１号の規定による刑が確定したとき。

２ 　乙は、前項第４号に規定する場合に該当し、かつ次の各号の一に該当するとき
は、前項の契約金額の100分の10に相当する額のほか、契約金額の100分の５に相
当する額を違約金として甲が指定する期日までに支払わなければならない。

(１)　前項第２項に規定する確定した納付命令について、独占禁止法第７条の３第
　１項の規定の適用があるとき。



(２)　前項第４号に規定する刑に係る確定判決において、乙又は乙の代理人（乙又
　は乙の代理人が法人にあっては、その役員又は使用人を含む。）が違反行為の
首謀者であることが明らかになったとき。

(３)　乙が甲に対し、独占禁止法等に抵触する行為を行っていない旨の誓約書を提
出しているとき。

３ 　乙は、契約の履行を理由として、前２項の違約金を免れることができない。
４ 　第１項及び第２項の規定は、甲に生じた実際の損害の額が違約金の額を超過す

る場合において、甲がその超過分の損害につき賠償を請求することを妨げない。

(損害賠償）
第23条 　乙が甲に損害を与えたとき（天災その他乙の責めに帰さない理由による場合を

除く）は、甲は、乙に対し、損害賠償の請求をすることができる。ただし、賠償
の金額は、甲乙協議の上定めるものとする。

（協議）
第24条 　本契約条項について疑義があるとき又は本契約書及び前条で規定する基準等に

定めのない事項は、甲乙協議の上これを解決するものとする。　

（特約事項）
別紙１のとおり

この契約締結の証として本書２通を作成し、甲、乙記名押印の上、各１通を保有する。

令和８年  月  日

甲 静岡県榛原郡川根本町千頭950-2
分任支出負担行為担当官
関東森林管理局　大井川治山センター所長　○○　○○

乙　　



別紙１

（属性要件に基づく契約解除）
第１ 甲(発注者をいう。以下同じ。)は、乙(契約の相手方をいう。以下同じ。)が次
 の各号の一に該当すると認められるときは、何らの催告を要せず、本契約を解除

することができる。
(1) 法人等(個人、法人又は団体をいう。)の役員等(個人である場合はその者、法人で

ある場合は役員又は支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。)の代
表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者を
いう。以下同じ。)が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(
平成３年法律第77号)第２条第２号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)又は暴力
団員(同法第２条第６号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)であるとき

(2) 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的、又は第三者に損
害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているとき

(3) 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与する
など直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与している
とき

(4) 役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用するな
どしているとき

(5) 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有しているとき

（行為要件に基づく契約解除）
第２ 甲は、乙が自ら又は第三者を利用して次の各号の一に該当する行為をした場合

は、何らの催告を要せず、本契約を解除することができる。
(1) 暴力的な要求行為
(2) 法的な責任を超えた不当な要求行為
(3) 取引に関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為
(4) 偽計又は威力を用いて契約担当官等の業務を妨害する行為
(5) その他前各号に準ずる行為

（表明確約）
第３条 乙は、第１条の各号及び第２条各号のいずれにも該当しないことを表明し、か

つ、将来にわたっても該当しないことを確約する。
２ 乙は、前２条各号の一に該当する行為を行った者(以下｢解除対象者｣という。)を
再請負人等(再請負人(再請負が数次にわたるときは、全ての再請負人を含む。)、
受任者(再委任以降の全ての受任者を含む。)及び再請負人若しくは受任者が当該契
約に関して個別に契約する場合の当該契約の相手方をいう。以下同じ。)としない
ことを確約する。

（再請負契約等に関する契約解除）
第４条 乙は、契約後に再請負人等が解除対象者であることが判明したときは、直ちに

当該再請負人等との契約を解除し、又は再請負人等に対し当該解除対象者(再請負
人等)との契約を解除させるようにしなければならない。

２ 甲は、乙が再請負人等が解除対象者であることを知りながら契約し、若しくは再
請負人等の契約を承認したとき、又は正当な理由がないのに前項の規定に反して当
該再請負人等との契約を解除せず、若しくは再請負人等に対し当該解除対象者(再
請負人等)との契約を解除させるための措置を講じないときは、本契約を解除する
ことができる。

（損害賠償）
第５条 甲は、第１条、第２条及び前条第２項の規定により本契約を解除した場合は、

これにより乙に生じた損害について、何ら賠償ないし補償することは要しない。
２ 乙は、甲が第１条、第２条及び前条第２項の規定により本契約を解除した場合に

暴力団排除に関する特約条項



おいて、甲に損害が生じたときは、その損害を賠償するものとする。

（不当介入に関する通報・報告）
第６条 乙は、自ら又は再請負人等が、暴力団、暴力団員、社会運動・政治運動標ぼう

ゴロ等の反社会的勢力から不当要求又は業務妨害等の不当介入(以下｢不当介入｣と
いう。)を受けた場合は、これを拒否し、又は再請負人等をして、これを拒否させ
るとともに、速やかに不当介入の事実を甲に報告するとともに、警察への通報及
び捜査上必要な協力を行うものとする。



１ 概　要

(１) 件　　名 大井川治山センター庁舎等電気供給業務（単価契約）

(２) 需要場所 静岡県榛原郡川根本町千頭950-２

大井川治山センター庁舎及び敷地内施設

２ 仕　様

(１) 契約電力及び予定使用電力量

（月別予定使用電力量は別紙のとおりとする。）

(２) 電力量料金の算定にあたっては、発電費用等の変動による調整を行うこと。

(３) 再生可能なエネルギー賦課金については、経済産業大臣が毎年度定める賦課金単

価に電力使用量を乗じて算出する。

(４) 供給期間

令和８年４月計量日から令和９年４月計量日前日に至るまで。

(５) 電力量等の検針（現況）

①　自動検針装置 ：有

②　電力会社の検針方法 ：自動検針

③　電力量計構成 ：電力需給用複合計器

(６) 需給地点及び電気工作物の財産分界点

需要場所における大井川治山センターが施設した第１号柱の中部電力パワーグリッ

ド株式会社の架空引込線と大井川治山センターの開閉器電源側接続点。ただし、取引

用計量装置は、中部電力パワーグリッド株式会社の所有である。

(７) 保安上の責任分界点

需給地点及び電気工作物の財産分界点に同じ。ただし、取引用計量装置は、中部電

力パワーグリッド株式会社がその保安の責めを負う。

３ その他

(１) 契約履行に当たり、敷地内への計器類の設置が必要な場合は、これを認める。

(２) 詳細な事項及び本仕様書に定めのない事項や供給条件については、担当職員と必

要に応じて打ち合わせを行い対応するとともに、本業務について疑義が生じた場合

には、直ちに担当職員と協議して対応するものとする。

仕　　様　　書

予定使用電力量（ＫＷｈ）

３，５００

１４，５００

契約電力量

１０ＫＷ（力率９０％）

１９ＫＶＡ

契約区分

低圧電力

従量電灯Ｃ



別紙

 令和８年度　月別予定使用電力量（kWh） 

夏　季 その他季 合計 夏　季 その他季 合計

4月 100 100 1,100 1,100

5月 100 100 1,100 1,100

6月 200 200 1,100 1,100

7月 300 300 1,100 1,100

8月 400 400 1,100 1,100

9月 300 300 1,100 1,100

10月 100 100 1,200 1,200

11月 200 200 1,100 1,100

12月 400 400 1,500 1,500

1月 600 600 1,500 1,500

2月 500 500 1,300 1,300

3月 300 300 1,300 1,300

合計 1,000 2,500 3,500 3,300 11,200 14,500

　注１　夏　季
　　　　 令和８年７月１日から令和８年９月３０日までの期間
　　　　
　注２　その他季
　　　　 令和８年４月１日から令和８年６月３０日までの期間
　　　　 および令和８年１０月１日から令和９年３月３１日まで
　　　　 の期間

月
低圧電力 従量電灯Ｃ



参考資料

 直近１年間の契約状況と電力使用実績

○低圧電力
供給地点特定番号 ： ０４-０２３１-０１０３-０７７５-０１００-００００

需要場所 ： 静岡県榛原郡川根本町千頭９５０番地の２

大井川治山センター庁舎及び敷地内施設

契約内容 契約電力量kW 力率（％） 夏　　季 その他季 合計

R7.1月 低圧電力 10 90 576 576 1/6～2/3

R7.2月 低圧電力 10 90 480 480 2/4～3/3

R7.3月 低圧電力 10 90 293 293 3/4～4/1

R7.4月 低圧電力 10 90 86 86 4/2～5/1

R7.5月 低圧電力 10 90 53 53 5/2～6/2

R7.6月 低圧電力 10 90 165 165 6/3～7/1

R7.7月 低圧電力 10 90 317 317 7/2～8/3

R7.8月 低圧電力 10 90 338 338 8/4～9/1

R7.9月 低圧電力 10 90 248 248 9/2～10/1

R7.10月 低圧電力 10 90 79 79 10/2～11/4

R7.11月 低圧電力 10 90 113 113 11/5～12/1

R7.12月 低圧電力 10 90 346 346 12/2～1/5

合計 903 2,191 3,094

　注１　夏　季
　　　　 ７月１日から９月３０日までの期間
　　　　
　注２　その他季
　　　　 １月１日から６月３０日までの期間および
　　　　 １０月１日から１２月３１日までの期間

使用期間
月

使 用 電 力 量 （kWh）契約状況



参考資料

 直近１年間の契約状況と電力使用実績

○従量電灯Ｃ
供給地点特定番号 ： ０４-０２３１-０１０３-０７７５-００００-００００

需要場所 ： 静岡県榛原郡川根本町千頭９５０番地の２

大井川治山センター庁舎及び敷地内施設

契約区分 夏　　季 その他季 合計

R7.1月 従量電灯C 1,369 1,369 1/6～2/3

R7.2月 従量電灯C 1,227 1,227 2/4～3/3

R7.3月 従量電灯C 1,220 1,220 3/4～4/1

R7.4月 従量電灯C 1,053 1,053 4/2～5/1

R7.5月 従量電灯C 1,046 1,046 5/2～6/2

R7.6月 従量電灯C 1,012 1,012 6/3～7/1

R7.7月 従量電灯C 1,170 1,170 7/2～8/3

R7.8月 従量電灯C 1,123 1,123 8/4～9/1

R7.9月 従量電灯C 1,087 1,087 9/2～10/1

R7.10月 従量電灯C 1,253 1,253 10/2～11/4

R7.11月 従量電灯C 1,055 1,055 11/5～12/1

R7.12月 従量電灯C 1,457 1,457 12/2～1/5

合計cv                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    3,380 10,692 14,072

　注１　夏　季
　　　　 ７月１日から９月３０日までの期間
　　　　
　注２　その他季
　　　　 １月１日から６月３０日までの期間および
　　　　 １０月１日から１２月３１日までの期間
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使用期間
月

使 用 電 力 量 （kWh）契約状況
契約電力量（kVA）
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